
（３） 相談事業の実施 

○保健所（全国に４９５カ所）・精神保健福祉センター（全国に６８カ所、（東京都に３カ所、各道府県 

    に１カ所、 各政令指定都市に１カ所））での薬物相談窓口において、薬物関連相談事業の実施。 

  18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

保健所 5,277 6,061 7,430 7,685 6,931 

精神保健福祉センター 3,665 3,325 3,700 3,967 3,474 

合計 8,942 9,386 11,130 11,652 10,405 

（４） 「ご家族の薬物問題でお困りの方へ」 （通称｢家族読本」）の作成・配布 

【家族読本】（平成１９年度～） 

○薬物乱用者の家族を啓発・支援するため、薬物依存に関わる 
   情報や質疑応答などを掲載。 
 
   掲載ホームページ・URL 
      厚生労働省ホームページ 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/yakubuturanyou/ot
her/kazoku_doikuhon.html 

 
○主な配布先：都道府県薬務主管課 
                     家庭裁判所 
                     保護観察所 
                     刑務所、少年院、少年鑑別所 
                     教育委員会 
                     児童自立支援施設  

（単位：件） 

○全国の麻薬取締部（７局・１支局・１支所・３分室）に「麻薬・覚せい剤」相談電話を設け、薬物関連
相談事業を実施。 

  18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

麻薬取締部 － － 913 1,104 1,305 

（単位：件） 



（５） 研究 

○乱用薬物による神経毒性・依存症に対する診断・予防及び治療に関する研究 

・基礎研究   薬物依存関連分子の検索   

           それをターゲットとした創薬 

          分子生物学的手法による神経毒性評価 等 

 

・臨床研究   診断法・依存尺度の制度評価 等   

○薬物乱用・依存等の実態把握と「回復」に向けての対応策に関する研究 

・疫学研究（乱用実態調査） 
 

・調査研究（「回復」に向けた対応）  

（６） 麻薬取締部における初犯者を対象とした再乱用防止対策プログラムの開始 

○麻薬取締部において、専任の担当者による初犯者を対象とした再乱用防止のため
のプログラムを平成２３年８月より開始 
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